
審査基準（公表用）               様式第３号 
所管部（局）・課 出納局会計課       

法令名 佐賀県証紙条例施行規則 法令番号 昭和３９年佐賀県規則第２１号 

手続名 売りさばき人の指定 根拠条項 第１０条第３項 

審 

査 

基 
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 会計管理者は、佐賀県証紙条例施行規則第１０条第１項の規定による申請があったとき、又は第２項の規定による申請が次に掲げる

指定基準に適合し、かつ、売りさばき所の位置等を勘案して適当と認めるときは、売りさばき人として指定し、その旨を佐賀県証紙売

りさばき人指定書（別記様式第３号）により申請者に通知するものとする。 
 
 １ 指定を受けようとする者の預金現在高が年間売りさばき見込額の１２分の１以上であること。 
 
 ２ 申請に係る証紙売りさばき所において、証紙売りさばき業務を行う能力及び信用を有していること。 
 
 ３ 役員等が次のいずれにも該当しないこと。 
   ア 暴力団員 
   イ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
   ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用して

いる者 
   エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は

関与している者 
   オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
   カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 
 
 ４ 前号アからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者でないこと。 
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